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ま　え　が　き

　障害者の交通安全を確保するためには、①障害者の円滑な移動のためのバリアのない物

理的な環境、②障害者に対する誤解や偏見のない「こころのバリアフリー」を目指した交

通バリアフリー教育の普及、③障害者自身がこの複雑な交通社会の中で生き残っていく能

力を備えることができることを目標にした交通サバイバル教育、④障害者の不便を解消す

るための障害支援機器の開発と普及の4つが必要である。

　最近では、①の物理的なバリアフリーを求める研究や活動が非常に盛んに行われるよう

になってきた。国際交通安全学会においても、高齢者、視覚障害者、車いす使用者などの

バリアフリーの交通環境を実現するための研究と活動が進められてきている。また、④の

障害支援機器の開発についても日本の技術力の高さを背景にして積極的に取り組まれてい

る。

　しかし、②の交通バリアフリーの視点、すなわち歩行者としての、自転車利用者として

の、ライダーとしての、ドライバーとしての一般市民が、障害者の交通安全を守るために

具体的にどのように取り組めばよいかについての視点が定着しているとは言いがたい。そ

れはひとえに、教育されていないからに尽きるのである。これまでの日本の障害理解教育

は、具体的な内容を取りあげるのではなく、「、思いやりの気持ちを育てる」という抽象的

な目標を設定して進めてきた。その結果、一般市民は、障害者が交通場面で何に困ってい

るかを知らず、またどのような二一ズを障害者が持っているのかについて認識できず、さ

らに自分たちがどのように支援することで障害者のQOLを向上させることができるのか

という視点持てないのである。

　私たちは「真の障害理解は交通バリアフリー教育から」という考えのもとで、具体的な

交通場面においてバリアフリーの考え方を学習することこそが、心のバリアフリーを進め

る大きな原動力になるとして、今回のプロジェクト研究に取り組むことになった。学校教

育や教習所教育、企業教育における交通バリアフリー教育の内容はどうあるべきかについ

て明確な回答を出すことを目指して、1年間精力的に活動し、ある程度の成果をあげるこ

とができた。

　この研究の成果によって、学校教育における障害者の取りあげられ方が変わり、また教

習所教育に交通バリアフリーの教育内容が加わり、さらに企業内のドライバー教育におい

ても障害者の交通問題が話題になることを祈っている。そして、そのために、求めがあれ

ばどこに行って研究の内容を説明することも厭わないつもりである。是非、私たちに対し

てリクエストをしていただくことを希望している。

徳　田　克己



研究委員会の構成

P　　　L　　　徳　田　克　己　　（筑波大学看護科学系教授）

メンバー 新井邦二郎（筑波大学心理学系教授）

松村みち子（タウンクリエイター代表〉

喜美候部　浩二　　（ツインリンクもてぎ

　　　　　　安全教育センター所長〉
鵜　木　ゆみこ　　（本田技研工業広報部）

水野智美（桜花学園大学人文学部助教授）

事務局 奈良坂　　伸　　　（国際交通安全学会〉

黄金井　幹　夫　　（国際交通安全学会）

研究協力者 西　館　有　沙　　（健康科学大学健康科学部助手）

石　上　智　美　　（健康科学大学健康科学部助手）

小野聡子（筑波大学大学院博士課程院生）



目 次

まえがき

第1章　問題の所在と目的（徳田）

　第1節　障害者、高齢者を取り巻く交通環境

　第2節　交通バリアフリーのための法律の制定状況

　第3節　交通バリアフリー研究の課題

　第4節　交通バリアフリー教育の必要性

　第5節　障害理解教育としての交通バリアフリー教育

　第6節　本研究の目的

第2章　研究！l学校及び教習所で用いられている教科書・教材における障害の扱われ方（水野〉

第1節　目　的

第2節　小学校及び中学校の検定済教科書の分析

第3節　小学校及び中学校の道徳副読本の分析

第4節　教習所の教本の分析

第3章　研究2：交通バリアフリーに関する教育経験（徳田）

　第1節　目　的

　第2節　小学校教師に対する質問紙調査

　第3節　中学校教師に対する質間紙調査

第4章　研究3：交通バリアフリー教育の実態

　第！節　目　的（徳田）一………一…■・………………・・………

　第2節　教習所指導員に対する質問紙調査（徳田）・……・……・

　第3節　企業に対するヒアリング調査（徳田〉・………………・・

　第4節　タクシー会社に対するヒアリング調査（松村）………

　第5節　交通安全の普及協会に対するヒアリング調査（松村）

　第6節　知的障害養護学校に対するヒアリング調査（水野）・甲・

第5章　研究4：交通バリアフリー教育の実践例（松村）

　第1節　三重県鈴鹿市立旭が丘小学校での障害理解の授業の実施

　第2節　北海道江別市立中央小学校での総合的な学習の時間における取り組み

第6章　研究51交通バリアフリーについての一般市民の認識（徳田）

　第1節　目　的

　第2節　小学生に対する質問紙調査

1
2
3
6
8

11

12

12

47

68

76

76

85

93

93

101

103

103

104

106

108

112

112



第3節

第4節

第5節

第6節

中学生に対する質問紙調査

一般ドライバーに対する質間紙調査

プロドライバーに対する質問紙調査

小学生・中学生及びドライバーの認識の比較

125

135

151

164

第7章　総括（新井）

　第1節結果のまとめ

　第2節　総合的考察

　第3節　今後の課題

167

171

174

引用文献（徳田〉

参考文献（徳田）

175

177

資料（徳田）
181



第1章　問題の所在と目的

第1節　障害者、高齢者を取り巻く交通環境

　日本の身体障害児・者の総数は平成13年現在で

333万入であり、このうち、18歳以上の在宅者が

98％（325万人〉を占めている（厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部「平成13年身体障害者実態

調査」より）。また、在宅者のうち、障害等級が1

級または2級である者が4割以上を占め、重複障害

者は5％を超えている。さらに、在宅者の半数以上

が65歳を超える高齢者である。このように、身体

障害者は障害の重度・重複化、高齢化の傾向にある

ものの、地域社会で生活する者が非常に多い。

　近年は、障害者の権利が制度的に保障され、社会

全体に共生やノーマライゼーションといった理念が

広まりつつある。それにともなって、障害者が通勤

や通学、買い物などのために街に出て行く機会が増

え、障害者の活躍の場は急速な広がりをみせている。

これにともなって、段差にはスロープが設置され、

歩道には点字ブロックが敷設されるなど、さまざま

なところでバリアフリー化が進められている・また、

新設される施設についてはユニバーサルデザインの

設計が取り入れられるようになってきている。

　しかしながら一方で、既存のバリアフリー施設・

設備の設置のされ方に誤りがあったり、破損や故障

があって使い物にならなかったり、市民の理解を得

られていないために有効に機能していなかったりと

いった問題が新たに生じている。たとえば、階段の

手前の警告ブロックが敷設されるべき箇所に、誤っ

て誘導ブロックが敷設されている場所がある。また、

点字ブロックが破損している箇所があり、視覚障害

者が破損部分に足や白杖を引っかけて転倒する、高

齢者が足を引っかけて転倒する、車いす使用者のキ

ャスターが引っかかったりはまったりして動けなく

なるなどの問題が生じている。さらに、スロープの

出入口に自転車が停められており、車いす使用者が

スロープを使えないといったように、せっかくの設

備が使えなくなっている場合がある。

　このように、物理的かつ社会的にバリアフリー化

が進む現在においても、障害者は、日常生活のさま

ざまな場面で安全かつ快適な移動を妨げられてお

り、移動時に多くのストレスを感じている。

　障害者の感じるバリアにはさまざまなものがある

が、次の4つに分類される。

①物理的なバリア

　歩道の段差や階段、急勾配のスロープなど、物理

的な要因によって障害者の移動が阻害されている状

態を指す。

②心理的なバリア

　障害者や高齢者のことをよく知らない、あるいは

知ろうとしない、知っていても理解しようとしない

ために、対等な「ひとりの人問」として付き合えな

い状態を指す。また、「障害者は○○だ」（例：障害

者はかわいそうな人だ）と誤って、あるいは偏って

認識している場合も心理的なバリアに含まれる。

③晴報のバリア

　視覚障害や聴覚障害などがあるために必要な情報

が得られない状態を指す。知的障害があるために与

えられている情報が理解できない場合や、車いすに

乗っているために高い位置に設置された看板の情報

が得られない場合も含まれる。

④制度的なバリア

　障害があることを理由に、制度的な制限を受ける

ことを言う・たとえば、肢体不自由者が免許を取得

する際に運転免許の重量制限を受けることなどが挙

げられる。障害があることによって制約を受ける規

定は欠格条項と呼ばれ、その廃止や改正が求められ

ている。

　乗り物交通上あるいは道路交通上において、物理

的バリアや心理的バリアなどが原因となって移動に

支障をきたすことがある者を総称して交通障害者と

1



呼ぶ（徳田・松村・鶴賀・水野，2002）。具体的に

は、肢体不自由者、視覚障害者、聴覚障害者、知的

障害者、高齢者、妊婦、ベビーカーを使用する者、

幼児などが挙げられる。

　交通障害者が感じる乗り物交通上のバリアとは、

駅構内あるいは空港内の移動、乗車券の購入、改札

口の通過、乗り物への乗車といった、乗り物を利用

する上で必要な諸動作に困難が生じる状態を指す・

　一方、道路交通において感じるバリアには、歩行

者として感じるバリアと、車の運転者（以下、ドラ

イバー）として感じるバリアがある・歩行者として

感じるバリアには、歩道の看板や自転車、車いすで

は越えられない段差などの物理的バリア、通行人の

視線などの心理的バリア、標識の清報を入手できな

いといった情報のバリアがある。これらのバリアの

中には、歩道上の障害物にぶつかる、歩道を障害物

でふさがれたために車道を通行するなど、けがや事

故の危険性を含んでいるものがある。また、ドライ

バーとして感じるバリアには、障害者用駐車スペー

スが適正に利用できないこと、駐車場や高速道路の

発券機の位置が高くて届かないことなどがある。

　快適な移動は充実した生活を実現するために必要

な手段であるだけに、移動環境の改善は、交通障害

者から強く求められている課題である。特に、交通

障害者が歩行者として単独移動する際には、事故の

危険性を感じる場面が多くある。また、乗り物交通

のようにいつでもその交通機関の職員がかけつけて

くれる状況にないため、道路交通においては障害者

が不安や心細さを感じる場面が多い。道路交通にお

ける移動環境の整備は障害者が安心して移動できる

環境を実現するためになくてはならない課題なので

ある。

　したがって、本研究では道路交通における交通バ

リアフリーについて扱うこととした。また、本研究

において対象とする交通障害者は道路交通において

多くのバリアを感じている視覚障害者及び車いす使

用者としたが、一部の調査には、近年の急速な高齢

化によって増加している歩行に支障のある高齢者を

加えた。

第2節 交通バリァフリーのための法律の制定

状況

　日本において、現在までに制定された交通バリア

フリーに関する主な施策・法律としては、「障害者

プランーノーマライゼーション7か年戦略一」、「高

齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動

の円滑化の促進に関する法律」がある。

1．障害者プランーノーマライゼーション7か年

　　戦略一

　平成7年に「障害者対策に関する新長期計画」の

具体化を図るために策定されたのが「障害者プラ

ンーノーマライゼーション7か年戦略一」（通称、

障害者プラン）である。障害者プランはリハビリテ

ーションとノーマライゼーションの理念をふまえ、

7つの視点から施策の重点的な推進を図るとされて

いる。この中に設定された「バリアフリー化を促進

するために」、「心のバリアを取り除くために」の内

容を以下に示した。

○バリアフリー化を促進するために

　障害者の活動の場を拡げ、自由な社会参加が可能

となる社会にしていくため、道路、駅、建物等生活

環境面での物理的な障壁の除去への積極的な取組み

・車いすがすれ違える幅の広い歩道の整備

・公共交通ターミナルにおけるバリアフリー化の促

　進

　高速道路等のSA・PA及び「道の駅」における障

　害者への配慮

・公共性の高い民間建築物、官庁施設のバリアフリ

　ー化の推進　　等

○心のバリアを取り除くために

　ボランティア活動等を通じた障害者との交流、

様々な機会を通じた啓発・広報の展開等による障害

及び障害者についての国民の理解の増進

・交流教育の推進

　ボランティア活動の振興

2



精神障害者についての社会的な誤解や偏見の是正

2．高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用し

　　た移動の円滑化の促進に関する法律

　平成12年に「高齢者、身体障害者等の公共交通

機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」

（通称、交通バリアフリー法）が制定された。この

法律は「高齢者、身体障害者等の自立した日常生活

及び社会生活を確保することの重要性が増大してい

ることにかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車

両等の構造及び設備を改善するための措置、旅客施

設を中心とした一定の地区における道路、駅前広場、

通路その他の施設の整備を推進するための措置その

他の措置を講ずることにより、高齢者、身体障害者

等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全

性の向上の推進を図り、もって公共の福祉の増進に

資すること」を目的としている・

　また、同年11月には「重点整備地区における移

動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」

（以下、道路の構造基準）が示されている・そのう

ちの主な基準を表1－1に示した。

　さらに、平成14年12月に国土交通省道路局より

「道路の移動円滑化整備ガイドライン」が出されて

いる。これは、「道路の構造基準」が重点整備地区

における最低基準を定めているのに対し、道路事業

に携わる者が交通バリアフリー法に基づく道路等の

構造を理解し、重点整備地区以外の地区においても

活用できることを目的として策定されたものであ

る。したがって、本ガイドラインには「道路の構造

基準」には示されていない具体的内容（数値、手法、

事例等）が掲載されている。このうち、「自動車駐

車場」に関する内容で「道路の構造基準」には示さ

れていなかった部分を表1－2に示した。

第3節　交通バリアフリー研究の課題

と二一ズが明らかにされている。従来から取り組ま

れている研究課題と、今後取り組む必要1生のある研

究課題を図1－1に示した。以下に、道路交通におけ

る交通バリアフリー研究のうち、視覚障害者、車い

す使用者に関連する研究を挙げる。

1．視覚障害者に関する交通バリアフリー研究

　藤本（1994）は、白杖使用者の移動を阻害する要

因について分析を行っている。その結果、道路環境

においては歩道の障害物や側溝、白杖が引っかかる

石畳舗装、雨天時に滑りやすいカラータイル、歩車

道の区別がつきにくいスロープ、点字ブロック上の

障害物などを移動の阻害要因として挙げている。

　また、宮本（1995）は、路上駐車が視覚障害者の

歩行の妨げとなっていることから、特に路上駐車中

の車に白杖が当たることによる車の持ち主とのトラ

ブルに焦点をあてて、ドライバーを対象にした調査

を実施している。調査の結果から、白杖が車にあた

った後に車を手で触わる確認行為が不快であると感

じる者が約1割いることが確認された。

　さらに、国際交通安全学会（1999）は単独歩行し

ている全盲者と弱視者を対象に、歩行環境に関する

実態調査を実施したQその結果、歩行環境の整備に

関する二一ズとしては、点字ブロックの敷設方法の

統一、点字ブロックの誤敷設の改善、音声信号機の

増設、頭、上の障害物の撤去、歩道脇の側溝の改善な

どが挙げられた。一方で、一般市民の行為が視覚障

害者の移動を妨げている実態が明らかになった。歩

行者に対しては、点字ブロック上に荷物を置く、点

字ブロックの上で立ち話をする、並列に歩行して歩

道をふさぐなどが挙げられた。自転車利用者に対し

ては、歩道をふさぐような並走、点字ブロックをさ

えぎるような駐輪の問題などが挙げられた。加えて、

弱視者からは夜問の無灯火走行の自転車との接触の

危険性が指摘された。ドライバーに対しては、路上

駐車に対する不満が多く挙げられた。

　交通障害者が移動時に抱えているさまざまなバリ

ァについては、多くの先行研究によって、その実態
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表1－1．道路の構造基準

条文 項　　　目 基　　　　　　　　　　準

3条 歩　　道 ・特定経路を構成する道路には歩道を設ける

4条 有　効　幅　員 ・原則として2m、歩行者の交通量が多い場合は3，5m以上

5条 舗　　　　　　装 ・平たんで滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げ

・縦断勾配は5％以下（やむを得ない場合は8％以下）
6条 勾　　　　　　配

・横断勾配は1％以下（やむを得ない場合は2％以下）

歩道等には、車道等又は自転車道に接続して縁石線を設ける

7条
歩道等と車道等の

・縁石の高さは15cm
分　　　　　　離

必要に応じて植樹帯又は並木若しくはさくを設ける

8条 高　　　　　　さ 歩道等の車道等に対する高さは5cmを標準

横断歩道に接続す ・段差は2cmを標準
9条

る歩道等の部分 ・車いす使用者が円滑に転回できる構造

10条 車両乗り入れ部分 ・有効幅員は2m以上

11条 立　体 横　断　施　設
・高齢者、身体障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設を

設ける

自動車駐車場には身体障害者用駐車施設を設ける

（駐車台数）

・全駐車台数が200以下の場合は50分の1を乗じた数以上

22条 身体障害者
駐　車　施　設

・全駐車台数が200を超える場合は100分の1を乗じた数に2を加えた数以上

（構造）

・施設へ通じる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設ける

幅は3．5m以上

身体障害者用である旨を見やすい方法により表示する

自動車
（構造）

23条 駐車場 身体障害者
停　車　施　設

施設へ通じる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設ける

・車両への乗降の用に供する部分の幅1．5m以上、奥行きL5m以上

身体障害者用である旨を見やすい方法により表示する

・有効幅は90cm以上
24条 出　　　入　　　口

・戸の有効幅はL2m以上、1以上の出入口は自動開閉

有効幅員は2m以上

25条 通　　　　　　路 ・段差を設けないこと

・路面は平たん、かつ、滑りにくい仕上げ

・屋外に設けられる身体障害者用駐車施設、身体障害者用停車施設等には屋
29条 屋　　　　　　根

根を設ける

・移動の円滑化のために必要な施設の案内標識を設ける

33条 その他 案　内　標　識 ・案内標識には点字：、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を

の施設 設ける

竺
寸 視覚障害者誘導用 黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きく容易に識別できる色とする

34条
ブ　　ロ　　ッ　　ク ・音声により視覚障害者を案内する設備を設ける
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表1－2．身体障害者用駐車施設に関する内容（道路の構造基準で示されていない部分）

大き　さ

案内表示

・幅は、車体用スペース幅2，lm程度に、乗降用スペースL4mを加えた3，5m以上

・乗降用スペースは車体用スペースの両側に設けることが望ましい

・車体用スペースは、幅に加え、車体の大き

長さ・高さも対応することが望ましい

・福祉車両への対応を考慮した幅にすることや、

身体障害者用駐車施設には、身体障害者用駐車施設である旨を、標示板や塗装標示などによ

り表示するものとする。標示板には国際シンボルマークを表示する。塗装標示は、車体用ス

ペース床面に国際シンボルマーク、乗降用スペース床面に斜線標示を行う

・駐車場進入口から当該施設まで、案内表示を設ける

・標示板は周辺に自動車が駐車していても確認できる位置に設置するとともに、運転席から判

別できる大きさとする

　これらの結果を受けて、国際交通安全学会（2000）

は、視覚障害者にとっての交通バリアを解消するた

めの提言を行っている。このうち（1）歩行者、

（2）自転車利用者、（3）ドライバーに対する提言

の内容を以下にまとめた。

（1）歩行者に対して

＊歩道を横並びに歩く、歩道に座り込む、立ち話を

　するなど、歩道をふさぐ行為をしない

＊点字ブロックの役割等に関する知識を身につけ、

　点字ブロックやその周辺に物を置かない

＊道路横断や混雑した場所、工事現場、騒音の激し

　い場所、白杖で探知できない位置の障害物、雨天

　時・積雪時・強風時、夜間など、視覚障害者にと

　って危険な場面を理解する

（2）自転車利用者に対して

＊視覚障害者とすれ違う際のマナーを知る

＊夜問は無灯火走行をしない

＊点字ブロック上の駐輪、歩道をふさぐ駐輪などの、

　視覚障害者の移動を妨げる駐輪をしない

（3）ドライバーに対して

＊点字ブロック上や歩道をふさぐような駐車をしな

　い

＊駐車する際にはドアミラーをたたむ

2．車いす使用者に関する交通バリアフリー研究

　車いす使用者が移動する際に感じるバリアについ

ては、国際交通安全学会（2001）が、車いす使用者

を対象に歩行中の交通安全二一ズに関する調査を実

施している。その結果では、車いす使用者は背丈が

低いため、周囲の人にその存在を気づいてもらえな

いことがしばしばあることが確認された。たとえば、

通行人と接触した経験のある車いす使用者は56％

おり、そのうちの約3割が相手のよそ見によって、

また約3割が混雑時にぶつかっていた。また、歩道

上を走っている自転車に危険を感じる者が約6割い

た。さらに、歩道に乗り上げ駐車している車や狭い

道路の脇に路上駐車している車を避けて車道を通っ

た経験のある者は9割以上と非常に多いことが確認

された。一方、車を運転する車いす使用者からは障

害者用駐車スペースヘの不正利用が多いことが挙げ

られた。これらの結果を受けて出された提言の内容

を以下にまとめた。

（1）歩行者に対して

＊歩道を横並びに歩く、歩道に座り込む、立ち話を

　するなど、歩道をふさぐ行為をしない

＊見通しの悪い場所、混雑している場所、雨天時・

　積雪時では車いす使用者の存在に気を配るととも

　に、適切な援助を行う

＊子どもに対して車いす使用者に関する適切な情報

　提供を行う

（2）自転車利用者に対して

＊車いす使用者とすれ違う際のマナーを知る

＊歩道をふさぐような、車いす使用者の移動を妨げ

　る，駐輪をしない
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交通バリアフリー教育の内容の選定と方法の開発　　　　　　　　　　報告書平成16年5月1鰍財団細際交通安全学会1加8惚が0副A550ぬ‘’0叫q〃h4‘副6＆Z舜α3C’β月‘e5ま　え　が　き　障害者の交通安全を確保するためには、�@障害者の円滑な移動のためのバリアのない物理的な環境、�A障害者に対する誤解や偏見のない「こころのバリアフリー」を目指した交通バリアフリー教育の普及、�B障害者自身がこの複雑な交通社会の中で生き残っていく能力を備えることができることを目標にした交通サバイバル教育、�C障害者の不便を解消するための障害支援機器の開発と普及の4つが必要である。　最近では、�@の物理的なバリアフリーを求める研究や活動が非常に盛んに行われるようになってきた。国際交通安全学会においても、高齢者、視覚障害者、車いす使用者などのバリアフリーの交通環境を実現するための研究と活動が進められてきている。また、�Cの障害支援機器の開発についても日本の技術力の高さを背景にして積極的に取り組まれている。　しかし、�Aの交通バリアフリーの視点、すなわち歩行者としての、自転車利用者としての、ライダーとしての、ドライバーとしての一般市民が、障害者の交通安全を守るために具体的にどのように取り組めばよいかについての視点が定着しているとは言いがたい。それはひとえに、教育されていないからに尽きるのである。これまでの日本の障害理解教育は、具体的な内容を取りあげるのではなく、「、思いやりの気持ちを育てる」という抽象的な目標を設定して進めてきた。その結果、一般市民は、障害者が交通場面で何に困っているかを知らず、またどのような二一ズを障害者が持っているのかについて認識できず、さらに自分たちがどのように支援することで障害者のQOLを向上させることができるのかという視点持てないのである。　私たちは「真の障害理解は交通バリアフリー教育から」という考えのもとで、具体的な交通場面においてバリアフリーの考え方を学習することこそが、心のバリアフリーを進める大きな原動力になるとして、今回のプロジェクト研究に取り組むことになった。学校教育や教習所教育、企業教育における交通バリアフリー教育の内容はどうあるべきかについて明確な回答を出すことを目指して、1年間精力的に活動し、ある程度の成果をあげることができた。　この研究の成果によって、学校教育における障害者の取りあげられ方が変わり、また教習所教育に交通バリアフリーの教育内容が加わり、さらに企業内のドライバー教育においても障害者の交通問題が話題になることを祈っている。そして、そのために、求めがあればどこに行って研究の内容を説明することも厭わないつもりである。是非、私たちに対してリクエストをしていただくことを希望している。徳　田　克己研究委員会の構成P　　　L　　　徳　田　克　己　　（筑波大学看護科学系教授）メンバー新井邦二郎（筑波大学心理学系教授）松村みち子（タウンクリエイター代表〉喜美候部　浩二　　（ツインリンクもてぎ　　　　　　安全教育センター所長〉鵜　木　ゆみこ　　（本田技研工業広報部）水野智美（桜花学園大学人文学部助教授）事務局奈良坂　　伸　　　（国際交通安全学会〉黄金井　幹　夫　　（国際交通安全学会）研究協力者西　館　有　沙　　（健康科学大学健康科学部助手）石　上　智　美　　（健康科学大学健康科学部助手）小野聡子（筑波大学大学院博士課程院生）目次まえがき第1章　問題の所在と目的（徳田）　第1節　障害者、高齢者を取り巻く交通環境　第2節　交通バリアフリーのための法律の制定状況　第3節　交通バリアフリー研究の課題　第4節　交通バリアフリー教育の必要性　第5節　障害理解教育としての交通バリアフリー教育　第6節　本研究の目的第2章　研究！l学校及び教習所で用いられている教科書・教材における障害の扱われ方（水野〉第1節　目　的第2節　小学校及び中学校の検定済教科書の分析第3節　小学校及び中学校の道徳副読本の分析第4節　教習所の教本の分析第3章　研究2：交通バリアフリーに関する教育経験（徳田）　第1節　目　的　第2節　小学校教師に対する質問紙調査　第3節　中学校教師に対する質間紙調査第4章　研究3：交通バリアフリー教育の実態　第！節　目　的（徳田）一………一…■・………………・・………　第2節　教習所指導員に対する質問紙調査（徳田）・……・……・　第3節　企業に対するヒアリング調査（徳田〉・………………・・　第4節　タクシー会社に対するヒアリング調査（松村）………　第5節　交通安全の普及協会に対するヒアリング調査（松村）　第6節　知的障害養護学校に対するヒアリング調査（水野）・甲・第5章　研究4：交通バリアフリー教育の実践例（松村）　第1節　三重県鈴鹿市立旭が丘小学校での障害理解の授業の実施　第2節　北海道江別市立中央小学校での総合的な学習の時間における取り組み第6章　研究51交通バリアフリーについての一般市民の認識（徳田）　第1節　目　的　第2節　小学生に対する質問紙調査1236811121247687676859393101103103104106108112112第3節第4節第5節第6節中学生に対する質問紙調査一般ドライバーに対する質間紙調査プロドライバーに対する質問紙調査小学生・中学生及びドライバーの認識の比較125135151164第7章　総括（新井）　第1節結果のまとめ　第2節　総合的考察　第3節　今後の課題167171174引用文献（徳田〉参考文献（徳田）175177資料（徳田）181第1章　問題の所在と目的第1節　障害者、高齢者を取り巻く交通環境　日本の身体障害児・者の総数は平成13年現在で333万入であり、このうち、18歳以上の在宅者が98％（325万人〉を占めている（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部「平成13年身体障害者実態調査」より）。また、在宅者のうち、障害等級が1級または2級である者が4割以上を占め、重複障害者は5％を超えている。さらに、在宅者の半数以上が65歳を超える高齢者である。このように、身体障害者は障害の重度・重複化、高齢化の傾向にあるものの、地域社会で生活する者が非常に多い。　近年は、障害者の権利が制度的に保障され、社会全体に共生やノーマライゼーションといった理念が広まりつつある。それにともなって、障害者が通勤や通学、買い物などのために街に出て行く機会が増え、障害者の活躍の場は急速な広がりをみせている。これにともなって、段差にはスロープが設置され、歩道には点字ブロックが敷設されるなど、さまざまなところでバリアフリー化が進められている・また、新設される施設についてはユニバーサルデザインの設計が取り入れられるようになってきている。　しかしながら一方で、既存のバリアフリー施設・設備の設置のされ方に誤りがあったり、破損や故障があって使い物にならなかったり、市民の理解を得られていないために有効に機能していなかったりといった問題が新たに生じている。たとえば、階段の手前の警告ブロックが敷設されるべき箇所に、誤って誘導ブロックが敷設されている場所がある。また、点字ブロックが破損している箇所があり、視覚障害者が破損部分に足や白杖を引っかけて転倒する、高齢者が足を引っかけて転倒する、車いす使用者のキャスターが引っかかったりはまったりして動けなくなるなどの問題が生じている。さらに、スロープの出入口に自転車が停められており、車いす使用者がスロープを使えないといったように、せっかくの設備が使えなくなっている場合がある。　このように、物理的かつ社会的にバリアフリー化が進む現在においても、障害者は、日常生活のさまざまな場面で安全かつ快適な移動を妨げられており、移動時に多くのストレスを感じている。　障害者の感じるバリアにはさまざまなものがあるが、次の4つに分類される。�@物理的なバリア　歩道の段差や階段、急勾配のスロープなど、物理的な要因によって障害者の移動が阻害されている状態を指す。�A心理的なバリア　障害者や高齢者のことをよく知らない、あるいは知ろうとしない、知っていても理解しようとしないために、対等な「ひとりの人問」として付き合えない状態を指す。また、「障害者は○○だ」（例：障害者はかわいそうな人だ）と誤って、あるいは偏って認識している場合も心理的なバリアに含まれる。�B晴報のバリア　視覚障害や聴覚障害などがあるために必要な情報が得られない状態を指す。知的障害があるために与えられている情報が理解できない場合や、車いすに乗っているために高い位置に設置された看板の情報が得られない場合も含まれる。�C制度的なバリア　障害があることを理由に、制度的な制限を受けることを言う・たとえば、肢体不自由者が免許を取得する際に運転免許の重量制限を受けることなどが挙げられる。障害があることによって制約を受ける規定は欠格条項と呼ばれ、その廃止や改正が求められている。　乗り物交通上あるいは道路交通上において、物理的バリアや心理的バリアなどが原因となって移動に支障をきたすことがある者を総称して交通障害者と1呼ぶ（徳田・松村・鶴賀・水野，2002）。具体的には、肢体不自由者、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、高齢者、妊婦、ベビーカーを使用する者、幼児などが挙げられる。　交通障害者が感じる乗り物交通上のバリアとは、駅構内あるいは空港内の移動、乗車券の購入、改札口の通過、乗り物への乗車といった、乗り物を利用する上で必要な諸動作に困難が生じる状態を指す・　一方、道路交通において感じるバリアには、歩行者として感じるバリアと、車の運転者（以下、ドライバー）として感じるバリアがある・歩行者として感じるバリアには、歩道の看板や自転車、車いすでは越えられない段差などの物理的バリア、通行人の視線などの心理的バリア、標識の清報を入手できないといった情報のバリアがある。これらのバリアの中には、歩道上の障害物にぶつかる、歩道を障害物でふさがれたために車道を通行するなど、けがや事故の危険性を含んでいるものがある。また、ドライバーとして感じるバリアには、障害者用駐車スペースが適正に利用できないこと、駐車場や高速道路の発券機の位置が高くて届かないことなどがある。　快適な移動は充実した生活を実現するために必要な手段であるだけに、移動環境の改善は、交通障害者から強く求められている課題である。特に、交通障害者が歩行者として単独移動する際には、事故の危険性を感じる場面が多くある。また、乗り物交通のようにいつでもその交通機関の職員がかけつけてくれる状況にないため、道路交通においては障害者が不安や心細さを感じる場面が多い。道路交通における移動環境の整備は障害者が安心して移動できる環境を実現するためになくてはならない課題なのである。　したがって、本研究では道路交通における交通バリアフリーについて扱うこととした。また、本研究において対象とする交通障害者は道路交通において多くのバリアを感じている視覚障害者及び車いす使用者としたが、一部の調査には、近年の急速な高齢化によって増加している歩行に支障のある高齢者を加えた。第2節交通バリァフリーのための法律の制定状況　日本において、現在までに制定された交通バリアフリーに関する主な施策・法律としては、「障害者プランーノーマライゼーション7か年戦略一」、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」がある。1．障害者プランーノーマライゼーション7か年　　戦略一　平成7年に「障害者対策に関する新長期計画」の具体化を図るために策定されたのが「障害者プランーノーマライゼーション7か年戦略一」（通称、障害者プラン）である。障害者プランはリハビリテーションとノーマライゼーションの理念をふまえ、7つの視点から施策の重点的な推進を図るとされている。この中に設定された「バリアフリー化を促進するために」、「心のバリアを取り除くために」の内容を以下に示した。○バリアフリー化を促進するために　障害者の活動の場を拡げ、自由な社会参加が可能となる社会にしていくため、道路、駅、建物等生活環境面での物理的な障壁の除去への積極的な取組み・車いすがすれ違える幅の広い歩道の整備・公共交通ターミナルにおけるバリアフリー化の促　進　高速道路等のSA・PA及び「道の駅」における障　害者への配慮・公共性の高い民間建築物、官庁施設のバリアフリ　ー化の推進　　等○心のバリアを取り除くために　ボランティア活動等を通じた障害者との交流、様々な機会を通じた啓発・広報の展開等による障害及び障害者についての国民の理解の増進・交流教育の推進　ボランティア活動の振興2精神障害者についての社会的な誤解や偏見の是正2．高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用し　　た移動の円滑化の促進に関する法律　平成12年に「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（通称、交通バリアフリー法）が制定された。この法律は「高齢者、身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性が増大していることにかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等の構造及び設備を改善するための措置、旅客施設を中心とした一定の地区における道路、駅前広場、通路その他の施設の整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の推進を図り、もって公共の福祉の増進に資すること」を目的としている・　また、同年11月には「重点整備地区における移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準」（以下、道路の構造基準）が示されている・そのうちの主な基準を表1−1に示した。　さらに、平成14年12月に国土交通省道路局より「道路の移動円滑化整備ガイドライン」が出されている。これは、「道路の構造基準」が重点整備地区における最低基準を定めているのに対し、道路事業に携わる者が交通バリアフリー法に基づく道路等の構造を理解し、重点整備地区以外の地区においても活用できることを目的として策定されたものである。したがって、本ガイドラインには「道路の構造基準」には示されていない具体的内容（数値、手法、事例等）が掲載されている。このうち、「自動車駐車場」に関する内容で「道路の構造基準」には示されていなかった部分を表1−2に示した。第3節　交通バリアフリー研究の課題と二一ズが明らかにされている。従来から取り組まれている研究課題と、今後取り組む必要1生のある研究課題を図1−1に示した。以下に、道路交通における交通バリアフリー研究のうち、視覚障害者、車いす使用者に関連する研究を挙げる。1．視覚障害者に関する交通バリアフリー研究　藤本（1994）は、白杖使用者の移動を阻害する要因について分析を行っている。その結果、道路環境においては歩道の障害物や側溝、白杖が引っかかる石畳舗装、雨天時に滑りやすいカラータイル、歩車道の区別がつきにくいスロープ、点字ブロック上の障害物などを移動の阻害要因として挙げている。　また、宮本（1995）は、路上駐車が視覚障害者の歩行の妨げとなっていることから、特に路上駐車中の車に白杖が当たることによる車の持ち主とのトラブルに焦点をあてて、ドライバーを対象にした調査を実施している。調査の結果から、白杖が車にあたった後に車を手で触わる確認行為が不快であると感じる者が約1割いることが確認された。　さらに、国際交通安全学会（1999）は単独歩行している全盲者と弱視者を対象に、歩行環境に関する実態調査を実施したQその結果、歩行環境の整備に関する二一ズとしては、点字ブロックの敷設方法の統一、点字ブロックの誤敷設の改善、音声信号機の増設、頭、上の障害物の撤去、歩道脇の側溝の改善などが挙げられた。一方で、一般市民の行為が視覚障害者の移動を妨げている実態が明らかになった。歩行者に対しては、点字ブロック上に荷物を置く、点字ブロックの上で立ち話をする、並列に歩行して歩道をふさぐなどが挙げられた。自転車利用者に対しては、歩道をふさぐような並走、点字ブロックをさえぎるような駐輪の問題などが挙げられた。加えて、弱視者からは夜問の無灯火走行の自転車との接触の危険性が指摘された。ドライバーに対しては、路上駐車に対する不満が多く挙げられた。　交通障害者が移動時に抱えているさまざまなバリァについては、多くの先行研究によって、その実態3表1−1．道路の構造基準条文項　　　目基　　　　　　　　　　準3条歩　　道・特定経路を構成する道路には歩道を設ける4条有　効　幅　員・原則として2m、歩行者の交通量が多い場合は3，5m以上5条舗　　　　　　装・平たんで滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げ・縦断勾配は5％以下（やむを得ない場合は8％以下）6条勾　　　　　　配・横断勾配は1％以下（やむを得ない場合は2％以下）歩道等には、車道等又は自転車道に接続して縁石線を設ける7条歩道等と車道等の・縁石の高さは15cm分　　　　　　離必要に応じて植樹帯又は並木若しくはさくを設ける8条高　　　　　　さ歩道等の車道等に対する高さは5cmを標準横断歩道に接続す・段差は2cmを標準9条る歩道等の部分・車いす使用者が円滑に転回できる構造10条車両乗り入れ部分・有効幅員は2m以上11条立　体横　断　施　設・高齢者、身体障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設を設ける自動車駐車場には身体障害者用駐車施設を設ける（駐車台数）・全駐車台数が200以下の場合は50分の1を乗じた数以上22条身体障害者駐　車　施　設・全駐車台数が200を超える場合は100分の1を乗じた数に2を加えた数以上（構造）・施設へ通じる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設ける幅は3．5m以上身体障害者用である旨を見やすい方法により表示する自動車（構造）23条駐車場身体障害者停　車　施　設施設へ通じる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設ける・車両への乗降の用に供する部分の幅1．5m以上、奥行きL5m以上身体障害者用である旨を見やすい方法により表示する・有効幅は90cm以上24条出　　　入　　　口・戸の有効幅はL2m以上、1以上の出入口は自動開閉有効幅員は2m以上25条通　　　　　　路・段差を設けないこと・路面は平たん、かつ、滑りにくい仕上げ・屋外に設けられる身体障害者用駐車施設、身体障害者用停車施設等には屋29条屋　　　　　　根根を設ける・移動の円滑化のために必要な施設の案内標識を設ける33条その他案　内　標　識・案内標識には点字：、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備をの施設設ける竺寸視覚障害者誘導用黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きく容易に識別できる色とする34条ブ　　ロ　　ッ　　ク・音声により視覚障害者を案内する設備を設ける4表1−2．身体障害者用駐車施設に関する内容（道路の構造基準で示されていない部分）大き　さ案内表示・幅は、車体用スペース幅2，lm程度に、乗降用スペースL4mを加えた3，5m以上・乗降用スペースは車体用スペースの両側に設けることが望ましい・車体用スペースは、幅に加え、車体の大き長さ・高さも対応することが望ましい・福祉車両への対応を考慮した幅にすることや、身体障害者用駐車施設には、身体障害者用駐車施設である旨を、標示板や塗装標示などにより表示するものとする。標示板には国際シンボルマークを表示する。塗装標示は、車体用スペース床面に国際シンボルマーク、乗降用スペース床面に斜線標示を行う・駐車場進入口から当該施設まで、案内表示を設ける・標示板は周辺に自動車が駐車していても確認できる位置に設置するとともに、運転席から判別できる大きさとする　これらの結果を受けて、国際交通安全学会（2000）は、視覚障害者にとっての交通バリアを解消するための提言を行っている。このうち（1）歩行者、（2）自転車利用者、（3）ドライバーに対する提言の内容を以下にまとめた。（1）歩行者に対して＊歩道を横並びに歩く、歩道に座り込む、立ち話を　するなど、歩道をふさぐ行為をしない＊点字ブロックの役割等に関する知識を身につけ、　点字ブロックやその周辺に物を置かない＊道路横断や混雑した場所、工事現場、騒音の激し　い場所、白杖で探知できない位置の障害物、雨天　時・積雪時・強風時、夜間など、視覚障害者にと　って危険な場面を理解する（2）自転車利用者に対して＊視覚障害者とすれ違う際のマナーを知る＊夜問は無灯火走行をしない＊点字ブロック上の駐輪、歩道をふさぐ駐輪などの、　視覚障害者の移動を妨げる駐輪をしない（3）ドライバーに対して＊点字ブロック上や歩道をふさぐような駐車をしな　い＊駐車する際にはドアミラーをたたむ2．車いす使用者に関する交通バリアフリー研究　車いす使用者が移動する際に感じるバリアについては、国際交通安全学会（2001）が、車いす使用者を対象に歩行中の交通安全二一ズに関する調査を実施している。その結果では、車いす使用者は背丈が低いため、周囲の人にその存在を気づいてもらえないことがしばしばあることが確認された。たとえば、通行人と接触した経験のある車いす使用者は56％おり、そのうちの約3割が相手のよそ見によって、また約3割が混雑時にぶつかっていた。また、歩道上を走っている自転車に危険を感じる者が約6割いた。さらに、歩道に乗り上げ駐車している車や狭い道路の脇に路上駐車している車を避けて車道を通った経験のある者は9割以上と非常に多いことが確認された。一方、車を運転する車いす使用者からは障害者用駐車スペースヘの不正利用が多いことが挙げられた。これらの結果を受けて出された提言の内容を以下にまとめた。（1）歩行者に対して＊歩道を横並びに歩く、歩道に座り込む、立ち話を　するなど、歩道をふさぐ行為をしない＊見通しの悪い場所、混雑している場所、雨天時・　積雪時では車いす使用者の存在に気を配るととも　に、適切な援助を行う＊子どもに対して車いす使用者に関する適切な情報　提供を行う（2）自転車利用者に対して＊車いす使用者とすれ違う際のマナーを知る＊歩道をふさぐような、車いす使用者の移動を妨げ　る，駐輪をしない5

